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市 会 事 務 局

委員間討議の実施状況について（政令指定都市）

１ 名古屋市

（１）申合せ

「委員間討議について」（別紙１）のとおり申し合わせ，各委員会の判断により行う

こととされている。

（２）実施対象の委員会

全ての常任委員会・特別委員会

（３）対象となる議題の特定方法

議案や請願，所管事務の範囲内であれば，テーマを特定することなく自由に行う。

（４）具体的実施方法

委員長の判断による。

（例：市長提出議案では当局への質疑終了後でも質疑の途中でも実施可能）

（５）討議時間の制限

なし

（６）出された意見の取りまとめ

行っていない（討議が実施された事実のみを委員長が報告している。）。

（７）過去に実施されたテーマ等

（３）のとおりテーマを特定することなく，各委員会の判断により実施されている。

例えば，土木交通委員会における一般会計決算の審査において，事実上凍結状態と

なっている道路の建設是非について当局が住民の意見を集約する方法などについて委

員間討議が行われた例などがある。

２ 大阪市

（１）申合せ

「大都市・税財政制度特別委員会での委員間討議に関する実施要領」（別紙２）のと

おり，実施の手続や運営方法等を定めたうえで行うこととされている。

（２）実施対象の委員会

大都市・税財政制度特別委員会

（３）対象となる議題の特定方法

委員から申出のあったテーマについて，代表者会議で協議のうえ決定する。

（４）具体的実施方法

①理事者からテーマに関する基礎的情報の報告

②テーマを出した委員から内容の説明

③委員間で討議（発言は自由）

（５）討議時間の制限

なし

（６）出された意見の取りまとめ

行っていない。

（７）過去に実施されたテーマ等

「基礎的自治体としての区政の充実・強化」や「大都市制度における住民自治の充

実・強化」などをテーマに行われた例がある。



３ 堺市

（１）申合せ

常任委員会及び予算・決算特別委員会については，「委員間討議について」（別紙３）

のとおり，討議の申出期限や討議の時間等を定めたうえで行うこととされている。

なお，予算・決算以外の特別委員会では特に申合せを定めることなく，政策提言に

向けて委員間討議が行われている。

（２）実施対象の委員会

全ての常任委員会・特別委員会

（３）対象となる議題の特定方法

議員提出議案や請願，所管事務の範囲内で，委員から申出のあったテーマについて，

委員会の過半数の合意を得ること。ただし，長提出案件については，申出があれば委

員会に諮ることなく実施。

（４）具体的実施方法

①委員間討議を実施することについて表決を採る（長提出案件以外）。

②論点ごとに合意できる点がないか討議する。

＊理事者への質問は原則不可とする。

（５）討議時間の制限

①委員の発言時間：制限なし

②討議全体の時間

ア 議 案 及 び 請 願：一議題につき 30 分以内

イ 所管事務，予算・決算：全体で 30 分以内

（６）出された意見の取りまとめ

予算・決算以外の特別委員会では，各委員の意見を提言書として取りまとめている

例がある。（具体例は（７）を参照）。

（７）過去に実施されたテーマ等

都市魅力向上特別委員会において「都心のまちづくり，中心市街地活性化及び都心

交通」を調査活動テーマとし，政策立案に向けて委員間討議を行ったうえで，「都心の

まちづくりに関する提言書」として取りまとめた例などがある。

（参考）

申合せ等を定めていない都市においても，①議員提出議案の審査や②請願（陳情）の取

扱いをはじめ，③所管事務調査（常任委員会）及び④付議事件に係る調査・研究や活動方

針の策定（特別委員会）などについて，特に機会を設けることなく通常の議事の流れの中

で自由に行われていることが多い。








